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第３次厚木市教育振興基本計画策定方針 

１ 策定の趣旨 

本市では、令和３年度から令和 14 年度までの 12 年間を計画期間とした第２次厚

木市教育振興基本計画（以下「現行計画」という。）に基づき、学校教育や社会教育

など、様々な事業を推進しているところですが、新型コロナウイルス感染症の拡大

を契機とした生活様式の変化や少子化の加速、デジタル化の一層の進展など、現行

計画策定時から教育環境が大きく変化しています。 

また、令和５年度を始期とする国の第４期教育振興基本計画及び令和８年度を始

期とする第 11 次厚木市総合計画と整合性を図るとともに、将来を見据えた教育の方

向性を定める必要性があることから、現行計画を見直し、新たに第３次厚木市教育

振興基本計画（以下「次期計画」という。）を策定します。 

 

２ 基本的事項 

(1) 計画の位置付け 

次期計画は、国の第４期教育振興基本計画及び神奈川県のかながわ教育ビジョ

ンを参酌し、上位計画である市総合計画及び関連計画との整合性を図り策定する

ものです。 
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・(仮)こども・若者みらい計画 

・生涯学習推進計画 

・子ども読書活動推進計画 

・文化芸術振興計画 

・スポーツ推進計画 など 
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〈現行計画〉 

〈次期計画〉 

(2) 計画の構成及び考え方 

現行計画は、本市の教育のあるべき姿を表す「基本理念」、基本理念を実現する

ための「基本目標」、基本目標を達成するための「基本方針」及び実際に実施する

事業をまとめた「実施計画」を策定し、施策を推進するとともに取組の評価等を

一体的に行っています。 

次期計画では、計画期間を通して掲げるべき「基本理念」と「基本目標」、計画

期間内で社会状況の変化等への対応が必要と考えられる「基本方針」と「実施計

画」をそれぞれ一体化し、よりシンプルで分かりやすい構成とします。 

 

(3) 計画の期間 

次期計画の計画期間は、令和８年度から令和17年度までの10年間とします。な

お、基本方針・実施計画については、社会状況の変化が見込まれることや市総合

計画のアクションプランの計画期間を踏まえ、各５年間の計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針（６年） 

基本理念『未来を担う人づくり』・基本目標『挑戦・共生・創造』（12 年） 

基本方針（６年） 

基本理念・基本目標（10 年） 

基本方針・実施計画（５年） 基本方針・実施計画（５年） 

基本方針（６年） 

実施計画（３年） 実施計画（３年） 実施計画（３年） 実施計画（３年） 
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３ 策定に当たって考慮すべき視点 

次期計画は、現行計画の成果と課題を踏まえるとともに、「子育て・教育で選ばれ

るまち」の実現に向け、学校教育や社会教育、生涯学習など広く本市の教育の在り

方を示す計画とし、次の視点を踏まえ策定します。 

(1) ウェルビーイング※１の実現 

学校教育においては、子どもたちが自分らしく笑顔で学校生活を送ることがで

きるようウェルビーイングの向上を図るのはもちろんのこと、教職員の心身の状

態や良好な労働環境などのウェルビーイングを実現することが重要となります。 

また、社会教育・生涯学習を通じて、子どもから大人まで、社会全体でウェル

ビーイングの実現を目指す取組が求められています。 

(2) 持続可能な社会の担い手の育成 

将来の予測が困難な時代において、いかに社会が変化しようと、社会を持続的

に発展させていくために、主体的かつ他者とともに協調して生きていくための力

を育成する必要があります。 

(3) 確かな学力や豊かな心の育成に資する学校教育環境の充実 

個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実や新しい時代に求められる資質・

能力の育成、子どもたちの豊かな情操や道徳心を養うにふさわしい学校教育環境

の充実を図る必要があります。また、特別支援教育の推進、不登校児童生徒等へ

の支援など、多様な教育ニーズへの対応や社会的包摂の推進が求められています。

さらに、学校規模の適正化や義務教育９年間を見通した教育の推進、安心・安全

で質の高い学校施設の整備などを進めていく必要があります。 

(4) 学校・地域・家庭との連携・協働の推進 

コミュニティスクール※２と地域学校協働活動※３の一体的な推進など、学校が家

庭や地域社会と連携・協働し、社会全体で子どもたちを見守り育てていく取組を

推進していく必要があります。 

(5) 地域の学びと交流を支える社会教育の充実 

地域住民が学び、交流できる場としての社会教育施設の機能を更に高めるとと

もに、社会教育に携わる人材の育成を図り、社会教育の取組を一層充実させる必

要があります。                 

 

 

※１ 身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみならず、生きがいや人生

の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念 

※２ 学校運営協議会制度を導入した学校。保護者や地域住民などが一定の権限と責任をもって

学校運営に参加することにより、育てたい子ども像、目指すべき教育のビジョンを保護者や地

域と共有し、目標の実現に向けて共に協働していく仕組み 

※３ 地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、団体・機関などの幅広い

地域住民の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核と

した地域づくり」を目指して、地域と学校が相互パートナーとして連携・協働して行う様々な

活動 
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(6) スポーツ活動と文化芸術の振興 

他者との協働や世代を超えて尊重し合う社会づくりなど、スポーツに備わる力

は大きく、持続可能な社会づくりの実現に必要不可欠なため、積極的にスポーツ

活動の推進に取り組む必要があります。 

また、市民が心豊かな生活を実現できるよう、文化芸術活動の普及や若い世代

の人材育成など、文化芸術を未来へつないでいく取組を推進する必要があります。 

(7) 幼保小連携の推進 

幼児期は遊びを通して小学校以降の学習の基盤となる芽生えを培う時期であり、

小学校では、その芽生えを更に伸ばしていくことが必要となります。そのために

は、幼児教育と小学校教育を円滑に接続することが重要であり、効果的な幼保小

連携の取組を推進していく必要があります。 

(8) 生涯学習の推進 

人生 100 年時代において、誰もが生涯を通して学び、活躍していくため、生涯

学習の必要性が高まっています。誰もが自分らしく学ぶこと、個人の成長や学ん

だことをいかした社会への貢献、さらにリカレント教育※４ができる環境を整えて

いく必要があります。 

(9) 教育ＤＸ※５（デジタルトランスフォーメーション）の推進 

ＩＣＴ※６を活用し、子どもたちが自身の個性や特徴に合わせて学べる環境を整

備するとともに、教職員の労働環境の改善や効率化を図る必要があります。また、

様々な教育分野において、ＩＣＴを活用して問題の解決や価値を創造することが

できる人材を育成していく必要があります。 
 

４ 市民参加手続 

(1) 審議会等（厚木市教育振興基本計画審議会） 

(2) 意見交換会 

(3) パブリックコメント 

※その他、児童・生徒を対象にアンケート調査を実施 

学校教育以外の分野については市民実感度調査を活用 

 

５ 策定体制 

(1) 附属機関 

厚木市教育振興基本計画審議会 

公募による市民、学識経験者、関係団体の代表者等により構成し、次期計画の

策定について、教育委員会の諮問に応じて調査及び審議をし、答申します。 

(2) 庁内検討組織 

厚木市教育振興基本計画庁内推進委員会 

教育委員会各部長及び次期計画策定に係る各課等長により構成し、次期計画の

策定に必要な事項の調査検討を行います。 

      
※４ 学校教育を修了した後、社会人が再び学校等で受ける教育 

※５ デジタル化でサービスや業務、組織を変革すること 

※６ Information and Communication Technology の略。情報・通信に関する技術の総称で、多

くの場合、ＩＣＴは「情報通信技術」と和訳される。 
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６ 策定スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 教育大綱との関係について 

現行計画は、現行の市教育大綱（期間：令和３年度～令和８年度）と整合性を図

っています。次期計画策定に当たっても、両者における基本理念や基本目標につい

て整合性を図れるよう取組を進めていきます。 

 

項目 教育大綱 教育振興基本計画 

内容 地方公共団体の教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な施策

の大綱 

地方公共団体における教育の振興のた

めの施策に関する基本的な計画 

法令根拠 地方教育行政の組織及び運営に

関する法律 

 

第 1 条の３ 地方公共団体の長

は、教育基本法第 17 条第 1 項

に規定する基本的な方針を参

酌し、その地域の実情に応じ、

当該地方公共団体の教育、学術

及び文化の振興に関する総合

的な施策の大綱を定めるもの

とする。 

教育基本法 

  

 

第 17 条 政府は、教育の振興に関する

施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、教育の振興に関する施策

についての基本的な方針及び講ず

べき施策その他必要な事項につい

て、基本的な計画を定め、これを国

会に報告するとともに、公表しなけ

ればならない。 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参

酌し、その地域の実情に応じ、当該

地方公共団体における教育の振興の

ための施策に関する基本的な計画を

定めるよう努めなければならない。 

策定要件 必須 努力義務 

策定主体 地方公共団体の長 地方公共団体 
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策定状況

厚木市教育振興基本
計画審議会

厚木市教育振興基本
計画庁内推進委員会

市民参加手続

その他

令和６年度 令和７年度

意見交換会 パブコメ

策定方針

アンケート（児童・生徒対象）

計画案策定

必要に応じて総合教育会議

計画策定




